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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
号 

 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業
務
従
事
者
の
講
習
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

主
催
者 

 
 

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号 

 
 

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー 

二 

通
信
制
に
よ
り
受
講
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
申
込
受
付
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で 

三 

通
信
制
に
よ
り
受
講
す
る
業
務
従
事
者
の
講
習
の
申
込
受
付
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で 

四 

受
講
料 

 

イ 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
受
講
料 

 

五
千
円 

 

ロ 

業
務
従
事
者
の
講
習
の
受
講
料 

 
 

 

四
千
五
百
円 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

八
条
用
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 
 

理
事 

藤 

井 

光 

昭 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
町
五
丁
目
三
百
三
十
七
番
地 

 
 

同 
 

酒 

井 

博 

文 
 

同 
 

同 
 

川
柳
町
五
丁
目
九
十
九
番
地 

 
 

同 
 

宇 

田 

利 

夫 
 

同 
 

同 
 

大
成
町
六
丁
目
四
百
五
十
番
地
一 

 
 

同 
 

渡 

辺 

正 

幸 
 

同 
 

草
加
市
柿
木
町
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

豊 

田 

平 

藏 
 

同 
 

同 
 

青
柳
八
丁
目
六
十
六
番
五
号 

 
 

同 
 

田
川 

武 

雄 
 

同 
 

八
潮
市
大
字
八
條
三
百
九
十
三
番
地 

 
 

監
事 

 

田 

孝 

雄 
 

同 
 

同 
 

大
字
八
條
三
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

石 

塚 

治 

郎 
 

同 
 

越
谷
市
相
模
町
二
丁
目
二
百
九
十
九
番
地 

 
 

同 
 

豊 

田 

林 

一 
 

同 
 

草
加
市
柿
木
町
百
四
十
七
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 
 

理
事 

藤 

井 

光 

昭 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
町
五
丁
目
三
百
三
十
七
番
地 

 
 

同 
 

酒 

井 

博 

文 
 

同 
 

同 
 

川
柳
町
五
丁
目
九
十
九
番
地 

 
 

同 
 

石 

塚 

治 

郎 
 

同 
 

同 
 

相
模
町
二
丁
目
二
百
九
十
九
番
地 

 
 

同 
 

豊 

田 

恒 

士 
 

同 
 

草
加
市
柿
木
町
千
二
百
九
十
番
地 

 
 

同 
 

渡 

辺 

正 

幸 
 

同 
 

同 
 

柿
木
町
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

田
川 

武 

雄 
 

同 
 

八
潮
市
大
字
八
條
三
百
九
十
三
番
地 

 
 

監
事 

加 

藤 
 

隆 
 

同 
 

草
加
市
青
柳
三
丁
目
三
十
七
番
三
号 

 
 

同 
 

中 

村 
 

 

茂 
 

同 
 

越
谷
市
大
成
町
七
丁
目
千
六
百
五
番
地 

 
 

同 
 

 

田 

孝 

雄 
 

同 
 

八
潮
市
大
字
八
條
三
百
二
十
八
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
二
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
旭
台
四
五
番 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
三
号 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
八
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号 

 

イ 

商
号 

 
 

 

有
限
会
社
協
栄
ク
ラ
フ
ト 

 

ロ 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
東
本
郷
千
八
百
十
四
番
地
の
四 

 

ハ 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

西
里 

力 

 

ニ 

許
可
番
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
許
可
（
般―

六
）
第
五
九
一
八
四
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止 

 

イ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

建
設
業
に
関
す
る
営
業
の
全
て 

 

ロ 

停
止
を
命
ず
る
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
三
日
間 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

有
限
会
社
協
栄
ク
ラ
フ
ト
は
、
土
木
、
と
び
・
土
工
、
鋼
構
造
、
舗
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
及
び

水
道
施
設
工
事
業
で
登
録
し
て
い
た
専
任
技
術
者
が
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
に
退
職
し
た

こ
と
で
、
建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
の
許
可
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
り
、
許
可
要
件
を
欠
い
た

状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
と
び
・
土
工
工
事
に
お
い
て
、
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
軽
微
な
建
設
工
事
の
金
額
以
上
の
工
事
を
複
数
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
は
、
同
法
第
三
条

第
一
項
に
違
反
し
、
同
法
第
二
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
二
項
第
二
号
該
当
）
に
該
当
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
和
光
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

和
光
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

和
光
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市
及
び
そ
の
周
辺 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
春
日
部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
膝
子
地
内
ほ
か 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
白
岡
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

白
岡
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

白
岡
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
水
準
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

利
根
川
上
流
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
八
月
九
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
関
東
農
政
局
荒
川
中
部
農
業
水
利
事
業
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

関
東
農
政
局
荒
川
中
部
農
業
水
利
事
業
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
桜
沢
地
内
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
八
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一―

三
二―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
馬
込
字
十
番
二
千
百
番
五 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

五
千
二
百
六
十
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
一
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二―

三
六―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
南
永
井
字
窪
野
五
百
十
四
番
一
外
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
四
百
七
十
四
・
四
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
二
三
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
二
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二―

四
二―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
松
山
町
三
丁
目
千
百
七
十
五
番
の
一
部
外
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

七
百
四
十
八
・
二
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
〇
一
二
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
八
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 
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